
 
   

平成２４年における司法処分状況について 

 
 京都労働局（局長森川善樹）は、平成２４年（１～１２月）の司法送検の状況（京都

管下７の労働基準監督署が労働基準法、労働安全衛生法等の違反被疑事件として検察庁

に送検したもの）を以下のとおり取りまとめた。 
 

送検件数          ２５件（対前年比＋７件） 
 うち労働基準法等違反    ９件（対前年比±０件） 
   労働安全衛生法違反  １６件（対前年比＋７件）  

 労働基準監督署では、労働基準法、労働安全衛生法違等の法令に基づき、事業場に対

する賃金の支払等一般労働条件の履行確保や労働災害・健康障害防止のための行政指導

を行っているが、重大・悪質な法令違反に対しては、司法警察権限を行使して捜査を行

い労働基準関係法令違反被疑事件として検察庁へ送検（いわゆる「司法処分」）してい

る。 
      労働基準法第１０２条 

        労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察員の 
        職務を行う。（最低賃金法、労働安全衛生法等にも同旨の規定がある。） 

 
１ 概要 
（１）法令別件数（表－１） 
   労働基準法等違反被疑事件は９件であり、このうち８件が賃金不払であった。 
   労働安全衛生法違反被疑事件は１６件であり、このうち８件が安全衛生措置不履 
  行、７件が報告義務違反（いわゆる労災かくし）であった。労災かくしは対前年比 
  ５件増である。 
（２）業種別件数（表－２） 
   業種別の送検状況は建設業が１２件と約半数を占めており、これに続いて製造業 
  が５件、接客娯楽業が３件となっている。前年比では建設業の安全衛生法違反被疑 
  事件が８件の増加となっている。 
（３）送検事例 
   送検事例は（表－３）のとおりである。 
２ 今後の方針  
  労働基準監督機関の使命は労働基準関係法令の履行確保を図ることにある。このた 
 め、法違反の是正を行わない事案、法違反を原因として重大な労働災害を発生させた 
 事案については、引き続き司法警察権限を厳正に行使することとしている。 
  また、労災かくし事案が少なからず発生しているが、これらの事案は被災労働者の 
 補償に支障を及ぼすだけでなく、同種災害の再発防止対策が適正に講じられないなど 
 の問題があることから、今後も厳正に対処する方針である。 
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（表-１）法令別件数
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（表-２）業種別件数

（　）は労災かくし件数で内数
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（表-３）平成２４年の送検事例 

 

 事例－１  安全措置義務違反事件 （元請業者と下請業者を送検） 

 マンション改修工事現場において、足場工事を請け負う下請の職長が、労働者に

高さ１５．８メートルのマンション５階屋上の作業床で作業を行わせるに際し、墜

落災害防止のための囲いを設ける等の危険防止措置を講じなかった疑い。  

 また、当該工事の元請業者の現場責任者は、現場の下請労働者に対する墜落災害

防止のための囲いを設ける等の危険防止措置を講じなかった疑い。 

 その結果、同所において足場用シートの準備作業を行っていた下請業者の労働者

が墜落し、手足を骨折（全治１０か月）するという労働災害が発生した。 

 この事件は、元請業者の刑事責任も問われた事例である。 

 

  ＊下請業者  労働安全衛生法第 21 条第 2項 労働安全衛生規則第 519 条第 1項違反 

   元請業者  労働安全衛生法第 31 条第１項 労働安全衛生規則第 653 条第 1項違反 

    ・労働安全衛生法第21条第 2項 

     事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所…（略）…等に係る危険を防止するため 

     必要な措置を講じなければならない。 

    ・労働安全衛生規則第519 条第 1項 

     事業者は、高さが２メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を 

     及ぼす恐れのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならない。 

    ・労働安全衛生法第 31条第１項 

     特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料（以下「建設物等」とい 

     う。）を、当該仕事を行う場所においてその請負人…（略）…の労働者に使用させると 

     きは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じ 

     なければならない。 

    ・労働安全衛生規則第653 条第 1項違反 

     注文者は、法第３１条第１項の場合において、請負人の労働者に、作業床…（略）…を 

     使用させるときは、これらの建設物等の高さが２メートル以上の箇所で墜落により労働 

     者に危険を及ぼすおそれのあるところに囲い…（略）…等を設けなければならない。（以 

     下略） 

 

 事例－２  賃金不払事件 

 喫茶店を経営する事業主が、同社の労働者２名に対する合計２１７，４００円を

所定支払日に支払わなかった疑い。 

 労働基準監督署の度重なる指導に事業主が従わなかったため送検したものであ

る。 

 この事件では、証拠確保のために強制捜査を実施した。 

 

  ＊最低賃金法第 4条第 1項違反 

   ・最低賃金法第４条第１項 

    使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わな 

    ければならない。 



 

 

 

 事例－３  労災隠し事件 

 自社構内で労働者が運転するフォークリフトに同僚労働者が右足を轢かれ負傷

し、３か月以上の休業を要する労働災害が発生したにもかかわらず、事業主は、所

轄の労働基準監督署長に対し労働者死傷病報告書を遅滞なく提出しなかった疑い。 

 この事件で事業主は、労働基準監督署からの調査を免れるため事実を公にしなか

ったと供述している。 

 

 事例－４  労災隠し事件（虚偽の報告） 

 工事現場において、労働者がトラックの荷台から降りた際に、両踵を骨折し２か

月以上の休業を要する労働災害が発生したにもかかわらず、事業主は災害発生場所

を自社の駐車場内であると偽った内容で所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報

告書を提出し、虚偽の報告を行った疑い。 

 この事件で事業主は、発注者に迷惑をかけたくなかったので事実を偽ったと供述

している。 

 

  ＊労働安全衛生法第 100条第 1項 労働安全衛生規則第 97条第１項違反 

   ・労働安全衛生法第 100 条第 1項 

    厚生労働大臣は、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必 

    要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者…（略） 

    …に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 

   ・労働安全衛生規則第 97条第１項 

    事業者は、労働者が労働災害…（略）…により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、 

    様式第 23条による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 

 




